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１．概要

本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 18 条 搬送設備」に

関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補

足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。 

２．本資料の構成

「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。 

別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年８月26日　Ｒ０

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 8/26 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 8/26 0

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 8/26 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

搬送00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（搬送）】

別紙
備考
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（1 / 23） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（搬送設備） 

第十八条 

使用済燃料等を搬送する設備（人の

安全に著しい支障を及ぼすおそれが

ないものを除く。）は、次に掲げる

ところによるものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 通常搬送する必要がある使用済

燃料等を搬送する能力を有するもの

であること。搬① 

 

 

 

二 搬送中の使用済燃料が破損する

おそれがないこと。搬② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 使用済燃料等を搬送するための

動力の供給が停止した場合に、使用

済燃料等を安全に保持しているもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 変更に係る再処理施設に関する

設計及び工事の方法 

別添Ⅰ 施設共通 

Ⅰ-１ 基本設計方針 

第１章 共通項目 

9 設備に対する要求事項 

9.3 搬送設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料等を搬送する設備（以

下，「搬送設備」という。）は，使

用済燃料等を搬送する能力として，

搬送物の重量を上回る容量を有する

設計とする。搬① 

 

搬送設備は，使用済燃料等が逸

走，落下及び転倒し難い構造とする

ため，逸走防止，落下防止及び転倒

防止の機構を設け，つりワイヤの二

重化及び逸走防止のインターロック

を設ける等の対策を実施することに

より，搬送物の落下を防止する設計

とする。搬② 

 

使用済燃料等を取り扱う搬送設備

においては，落下しても破損しない

高さ以下で取り扱う設計とする。搬

③ 

 

搬送設備は，使用済燃料等を搬送

するための動力の供給が停止した場

合，移動を停止し，使用済燃料等を

安全に保持できる設計とする。搬④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6 放射性物質の移動に関する設

計 

 再処理施設における放射性物質の工

程内及び工程間の移動は，配管，容器

等によるものとし，閉じ込め，臨界防

止，遮蔽のための措置等適切な安全対

策を講ずる設計とする。搬◇1  

 (３) 固体状の放射性物質は，容器

等により移送する設計とする。ただ

し，使用済燃料集合体は，使用済燃料

輸送容器から取り出した後は燃料貯蔵

プール内，セル内等において移送する

設計とする。また，ガラス固化体は，

固化セル移送台車等により建物内又は

洞道内を移送する設計とする。搬◇1  

1.7.6.3 落下防止に関する設計 

 放射性物質を収納する容器等を搬送

する機器は，容器等が落下し難い構造

とする 搬②とともに，駆動源喪失時

におけるつり荷の保持 搬③及び逸走

防止等を考慮した設計とする。搬② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 燃料取扱設備 

燃料体等の取扱設備は，燃料

取替機，原子炉建屋クレーン，

チャンネル着脱機及び使用済燃

料乾式貯蔵建屋天井クレーンで

構成し，燃料取替機，原子炉建

屋クレーン及びチャンネル着脱

機は，新燃料を原子炉建屋原子

炉棟に搬入してから原子炉建屋

原子炉棟外へ搬出するまで，燃

料体等を安全に取り扱うことが

できる設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井

クレーンは，使用済燃料乾式貯

蔵建屋内において使用済燃料乾

式貯蔵容器を安全に取り扱うこ

とができる設計とする。 

 

 

 

 

 

原子炉建屋クレーンは，フック

部の外れ止めを有し，使用済燃

料輸送容器等を取り扱う主巻フ

ックは，ストッパ方式のイコラ

イザハンガを設けることによ

り，燃料体等の重量物取扱中に

落下を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

燃料取替機，原子炉建屋クレー

ン，チャンネル着脱機及び使用

済燃料乾式貯蔵建屋天井クレー

ンは，動力電源喪失時に電磁ブ

レーキによる保持機能により，

燃料体等の落下を防止できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬① 

（P2,8,13から） 

 

 

 

搬② 

（P2,5,6,7,8,10,11

,12から） 

 

 

 

 

搬③ 

（P5,6,7,10,11,12

から） 

 

 

 

搬④ 

（P2,5,6,7,8,10,11

,12から） 

 

 

（当社の記載） 
＜不一致の理由＞ 
通常搬送する能力として、搬送物の重量を上回

る容量を有することは同様であるが発電炉と記

載が異なる。 

（当社の記載） 
＜不一致の理由＞ 
落下を防止する要求は同様であるが、再処理

施設は搬送設備が多いためまとめて記載して

いる。 

（当社の記載） 
＜不一致の理由＞ 
使用済燃料等を安全に保持する要求は同様であ

るが、再処理施設は搬送設備が多いためまとめ

て記載している。 
 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【凡例】 

 

（当社の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉は、つり上げ高さに関する記載がない

が、再処理は万一の落下に備えて吊り上げ高さ

を制限している。再処理施設では許可整合の観

点から記載する。 

（双方の記載） 
＜不一致の理由＞ 
取り扱う能力と搬送する能力

とで法令に基づく用語が異な

るが要求は同様である。 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉の搬送対象物は燃料集

合体のみであり、搬送設備の

種類が少ないため各個別装置

単位で記載している。 

【許可からの変更点等】 

「逸走防止等」については対象を明確にし

た。 

 

【許可からの変更点等】 

「使用済燃料等」については(法令名称)の

表記に基づく用語として許可の記載のとお

りとした。 

【許可からの変更点等】 

「つりワイヤの二重化及び逸走防止のイン

ターロックを設ける等」の指す内容は、自

動運転化、過巻防止、つかみ不良時のつり

上げ防止などの具体的対策であり、添付書

類で示すため当該箇所では許可の記載を用

いた。 

②（P5）から 

①（P2）から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（2 / 23） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

であること。搬④  

 

 

【以下、個別設備の展開】 

 

ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施

設の構造及び設備 

(１) 構  造搬□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

は，使用済燃料の受入れ施設及び使用

済燃料の貯蔵施設で構成する。 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設 

 使用済燃料の受入れ施設は，キャス

クに収納され再処理施設に輸送された

使用済燃料集合体を受け入れる使用済

燃料受入れ設備２系列（一部１系列）

で構成する。 

 

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃

料集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ

移送する使用済燃料貯蔵設備１系列

（一部２系列）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要な設備及び機器の種類搬□2  

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

 

(ａ) 使用済燃料受入れ設備 

 

 

 

 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーン              

１ 台 

 

 

使用済燃料輸送容器移送台車 １ 式 

 

 

 

 

【以下、個別設備の展開】 

 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設 

3.1 設計基準対象の施設 

3.1.1 概  要搬◇1  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設は，使用済燃料の受入れ施設及び使

用済燃料の貯蔵施設で構成する。 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設は，キャス

クの受入れ及びキャスクからの使用済

燃料集合体の取出しを行う使用済燃料

受入れ設備である。 

 

 

 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃

料集合体を再処理するまでの期間の貯

蔵及びせん断処理施設への送出しを行

う使用済燃料貯蔵設備である。 

 

3.1.2 設計方針 

(７) 落下防止 

 燃料取扱装置等は，駆動源喪失時に

おけるつり荷の保持 搬④又は逸走防

止を行い，移送物の落下，転倒等を防

止する設計とする。搬② 

 

 

3.1.3 主要設備の仕様 

 

 

(１) 使用済燃料受入れ設備 

 使用済燃料受入れ設備の主要設備の

仕様を第３－１表に示す。搬 ◇6  

第３－１表  使用済燃料受入れ設備の

主要設備の仕様搬 ◇6  

(１) 使用済燃料輸送容器受入れ・保

管設備＊ 

ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井

クレーン 

 種  類   天井走行形 

 台  数   １ 

 容  量   約 150t搬① 

ｃ．使用済燃料輸送容器移送台車 

 種  類   床面軌道走行形 

 台  数   １ 

 容  量   約 150t搬① 

 

 

新燃料は，原子炉建屋原子炉

棟内に設ける新燃料貯蔵庫から

原子炉建屋クレーン及びチャン

ネル着脱機を介して使用済燃料

プールに移し，燃料取替機によ

り発電用原子炉に装荷できる設

計とする。 

また，燃料の取替えは，原子

炉上部の原子炉ウェルに水を張

り，水中で燃料取替機により行

うことができる設計とする。 

使用済燃料は，遮蔽に必要な

水深を確保した状態で，燃料取

替機により水中移送し，原子炉

建屋原子炉棟内の使用済燃料プ

ールの使用済燃料貯蔵ラックに

貯蔵できる設計とする。又は，

使用済燃料プールに 7 年以上貯

蔵した後，使用済燃料乾式貯蔵

設備に貯蔵できる設計とする。 

 

使用済燃料の発電所外への搬

出には，使用済燃料輸送容器を

使用する。また，使用済燃料乾

式貯蔵容器に収納された使用済

燃料を発電所外へ搬出する場合

には，使用済燃料プールへ使用

済燃料乾式貯蔵容器を運搬し，

使用済燃料輸送容器に使用済燃

料の詰め替えを行った後，キャ

スク除染ピットで使用済燃料輸

送容器の除染を行い発電所外へ

搬出する。 

 

（再処理施設の技術基準規則第
十八条では燃料体等が臨界に達
するおそれがない構造であるこ
との要求がなく比較対象としな
いことから中略） 

 

（再処理施設の技術基準規則第
十八条では崩壊熱により燃料体
等が溶融しないものであること
の要求がなく比較対象としない
ことから中略） 

 

原子炉建屋クレーンは，フック

部の外れ止めを有し，使用済燃

料輸送容器等を取り扱う主巻フ

ックは，ストッパ方式のイコラ

イザハンガを設けることによ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬④（P1へ） 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

搬①（P1へ） 

 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉の搬送対象物は燃料集

合体のみであるため、個別で

記載している。 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電所外の運搬は発電所の所

掌であるため、再処理施設で

は規定しない。 

①（P１）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の搬送対象物は燃料集

合体のみであり、搬送設備の

種類が少ないため各個別装置

単位で記載している。 

また、条文要求が異なる（取

扱中に燃料体等が破損しない

という要求がある）ため記載

の相違。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（3 / 23） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

燃料取出し設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーン     ２ 台（１台／系列） 

 

 

 

 

 

燃料取出し装置 ２ 台（１台／系

列） 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料移送水中台車   ２ 台 

 

燃料取扱装置     ３ 台 

 

 

 

バスケット取扱装置  １ 台 

 

 

 

バスケット搬送機   ２ 台（１台

／系列） 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．再処理の方法 

イ．再処理の方法の概要 

(２) 再処理の概要搬□3  

(２) 燃料取出し設備＊ 

ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井

クレーン 

 種  類   天井走行形 

 台  数   ２（１台／系列×２

系列） 

 容  量     約 150t／台 搬

① 

ｅ．燃料取出し装置 

 種  類   床面走行橋形 

 台  数   ２（１台／系列×２

系列） 

 容  量 燃料集合体１体／台 搬

① 

注）＊印の設備は，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用する。 

 

(２) 使用済燃料貯蔵設備 

 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕

様を第３－２表に示す。搬 ◇6  

第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主

要設備の仕様搬 ◇6  

(１) 燃料貯蔵設備＊ 

ｃ．燃料取扱装置 

 種  類   床面走行橋形 

 台  数   ３（ＢＷＲ燃料用１

台，ＰＷＲ燃料用１

台，ＢＷＲ燃料及び

ＰＷＲ燃料用１台） 

容  量  燃料集合体１体／台①

搬(２) 燃料移送設備＊ 

ａ．燃料移送水中台車 

 種  類   軌道走行形 

 台  数   ２（１台／系列×２

系列） 

 主要材料   ステンレス鋼 

(３) 燃料送出し設備 

ｄ．バスケット取扱装置 

 種  類   床面走行橋形 

 台  数   １ 

 容  量   バスケット１基①

搬 

ｅ．バスケット搬送機 

 種  類   軌道走行形 

 台  数   ２（１台／系列×２

系列） 

 容  量 バスケット１基／台 搬

① 

＊印の設備は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用する。 

 

り，燃料体等の重量物取扱中に

落下を防止できる設計とする。

また，想定される使用済燃料プ

ール内への落下物によって使用

済燃料プール内の燃料体等が破

損しないことを計算により確認

する。 

 

なお，ワイヤロープ及びフック

は，それぞれクレーン構造規

格，クレーン等安全規則の規定

を満たす安全率を有する設計と

する。 

 

燃料取替機の燃料把握機は，昇

降を安全かつ確実に行うため，

定格荷重を保持でき，必要な安

全率を有するワイヤロープの二

重化，フック部の外れ止めを有

し，グラップルには機械的イン

ターロックを設ける設計とす

る。 

 

チャンネル着脱機は，下限スト

ッパによる機械的インターロッ

ク及び燃料体等を上部で保持す

る固定具により燃料体等の使用

済燃料プール床面への落下を防

止できる設計とする。 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーンは，定格荷重を保持で

き，必要な安全率を有するワイ

ヤロープの二重化，フック部の

外れ止めを有する設計とする。

また，重量物を吊った状態にお

いて，使用済燃料乾式貯蔵建屋

に設置された他のキャスクと接

触しないよう，走行及び横行範

囲のインターロックを設ける設

計とする。 

 

燃料取替機は，燃料体等の取扱

中に過荷重となった場合に上昇

を阻止するインターロックを設

けるとともに荷重監視を行うこ

とにより，過荷重による燃料体

等の落下を防止できる設計とす

る。 

 

燃料取替機は，燃料体等の取扱

中に過荷重となった場合に上昇

を阻止するインターロックを設

 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（4 / 23） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

(ⅰ) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵 

トレーラトラックで搬入したキャスク

を使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク

レーンを用いて使用済燃料輸送容器移

送台車に積み替え，使用済燃料収納使

用済燃料輸送容器保管庫へ移送し，保

管する。 

次に，キャスクを使用済燃料輸送容器

移送台車を用いて，使用済燃料収納使

用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋へ搬入し，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンを

用いて防染バケットに収納し，燃料取

出しピット水中につり降ろす。燃料取

出しピットで燃料取出し装置を用いて

キャスクから使用済燃料集合体を取り

出し，燃料仮置きピット内で，燃焼度

計測前燃料仮置きラックに仮置きした

後，計測制御系統施設の燃焼度計測装

置を用いて使用済燃料集合体の燃焼度

及び平均濃縮度を測定し，燃焼度計測

後燃料仮置きラックに収納する。その

後，燃料取出し装置を用いて使用済燃

料集合体を燃料移送水中台車上のバス

ケットに収納し，移送した後，燃料取

扱装置を用いて使用済燃料集合体をバ

スケットから取出し，燃料貯蔵プール

内の燃料貯蔵ラックへ移送し，貯蔵す

る。 

使用済燃料集合体は，平均濃縮度が

2.0ｗｔ％以下のものは，低残留濃縮

度燃料貯蔵ラックに，平均濃縮度が

2.0ｗｔ％を超え，3.5ｗｔ％以下の燃

料及び著しい漏えいのある破損燃料

は，高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに貯

蔵する。 

 燃料送り出しは，燃料取扱装置によ

り使用済燃料集合体を燃料貯蔵ラック

から取り出し，燃料移送水中台車上の

バスケットに収納し，燃料送出しピッ

トへ移送する。バスケット取扱装置に

よりバスケットごとバスケット仮置き

架台に仮置きした後，バスケット搬送

機に装荷し，せん断処理施設へ送り出

す。 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 系統構成及び主要設備 

3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 

(１) 系統構成搬◇2  

使用済燃料受入れ設備は，キャスクの

受入れ及びキャスクからの使用済燃料

集合体の取出しを行う設備であり，使

用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，

燃料取出し準備設備，燃料取出し設

備，使用済燃料輸送容器返却準備設備

及び使用済燃料輸送容器保守設備で構

成する。 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，トレーラトラックで使用済燃料輸

送容器管理建屋に搬入したキャスクを

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーンを用いて使用済燃料輸送容器移送

台車に積み替え，遮蔽を考慮した使用

済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

に移送する。ここで一時保管した後，

使用済燃料輸送容器移送台車により使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入す

る。 

 

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクか

ら緩衝体を取り外し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレーンにより燃料

取出し準備室にキャスクを移送する。

ここで，キャスク内部の浄化のため，

キャスクの内部水の入替えを行った

後，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井

クレーンを用いてキャスクを移送し，

燃料取出しピットの防染バケットに収

納する。キャスクからの排水は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液

処理系へ移送できる設計とする。 

燃料取出し設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレ－ンを用いて防

染バケットに収納したキャスクを燃料

取出しピット水中につり降ろし，水中

でキャスクの蓋を取り外し，燃料取出

し装置を用いて使用済燃料集合体を一

体ずつキャスクから取り出す。このと

き，燃料集合体番号を確認する。取り

出した使用済燃料集合体は，燃料仮置

きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラ

ックに仮置きし，計測制御系統施設の

燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を

測定し，平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下

であることを確認した後，燃焼度計測

後燃料仮置きラックに仮置きする。そ

けるとともに荷重監視を行うこ

とにより，過荷重による燃料体

等の落下を防止できる設計とす

る。 

 

燃料取替機は，地震時にも転倒

することがないように走行レー

ル頭部を抱き込む構造をした脱

線防止装置を設ける。 

 

原子炉建屋クレーンは，地震時

にも転倒することがないように

走行方向及び横行方向に対し

て，クレーン本体等の浮上り量

を考慮し，落下防止金具等を設

けることで，クレーン本体等の

車輪がレール上から落下しない

設計とする。 

 

また，原子炉建屋クレーンは，

使用済燃料輸送容器等の重量物

を吊った状態では，使用済燃料

貯蔵ラック上を走行できないよ

うにインターロックを設ける設

計とする。 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーンは，地震時にも転倒する

ことがないように走行レール頭

部を抱き込む構造をした脱線防

止装置を設ける。 

 

 

 

 

 

（再処理施設の技術基準規則第
十八条では燃料体等を封入する
容器は、取扱中における衝撃、
熱その他の容器に加わる負荷に
耐え、かつ、容易に破損しない
ものであることの要求がなく比
較対象としないことから中略） 
 

（再処理施設の技術基準規則第
十八条では前号の容器は、内部
に燃料体等を入れた場合に、放
射線障害を防止するため、その
表面の線量当量率及びその表面

から一メートルの距離における
線量当量率がそれぞれ原子力規
制委員会の定める線量当量率を
超えないように遮蔽できるもの
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（5 / 23） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の後，燃料取出し装置により，使用済

燃料集合体を燃料移送水中台車上のバ

スケットに収納する。 

 

(２) 主要設備 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井

クレーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋天井クレーン 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク

レーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋天井クレーンは，それぞれ使用済燃

料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に設置し，キャスクの

落下防止のため，つりワイヤの二重

化，フックへの脱落防止金具取付けを

施し，逸走防止のインターロックを設

ける とともに搬②，電源喪失時にも

つり荷を保持できるフェイルセイフ機

構を有する構造とする。搬④ 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレーンは，脱輪防止装置を設け

，地震時にも落下することのない構造

とするとともに，燃料貯蔵プール上及

び燃料仮置きピット上を通過しない配

置とし，搬 ◇4 万一のキャスクの落下

の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪

失しないようにする。搬② 

ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 

使用済燃料輸送容器移送台車は，遠

隔自動運転とし，運転を安全，かつ，

確実に行うため逸走防止のインターロ

ックを設けるとともに，転倒し難い構

造とする。搬② 

ｃ．燃料取出し装置 

燃料取出し装置は，つりワイヤを二

重化し，フックに脱落防止機構を施す

とともに搬②，電源喪失時又はつかみ

具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃

料集合体が落下することのないフェイ

ルセイフ機構を有する構造とする。搬

④ 

 また，燃料取出し装置は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に

行うため使用済燃料集合体のつり上げ

高さを６ｍ以下 搬③とし，使用済燃

料集合体のつかみ不良時及び荷重異常

時のつり上げ防止，逸走防止のインタ

ーロックを設ける。搬② 

 

 

3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 

であること。ただし、管理区域
内においてのみ使用されるもの
については、この限りでないこ
との要求がなく比較対象としな
いことから中略） 
 

 

 

 

 

 

 

燃料取替機の燃料把握機は，

空気作動式とし，燃料体等をつ

かんだ状態で圧縮空気が喪失し

た場合にも，つかんだ状態を保

持し，燃料体等が外れない設計

とする。 

 

燃料取替機，原子炉建屋クレ

ーン，チャンネル着脱機及び使

用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレ

ーンは，動力電源喪失時に電磁

ブレーキによる保持機能によ

り，燃料体等の落下を防止でき

る設計とする。 

 

（再処理施設の技術基準規則第
十八条では燃料貯蔵設備に関す
る要求がなく比較対象としない
ことから中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

搬④（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

搬④（P1へ） 

 

 

 

 

搬③（P1へ） 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 
 

②（P１）へ 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉の搬送設備の種類が少

ないため各個別装置単位で記

載している。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 系統構成搬◇2  

 使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料

受入れ設備から移送された使用済燃料

集合体をせん断処理施設に送り出すま

での間貯蔵する設備であり，燃料移送

設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設

備，プール水浄化・冷却設備及び補給

水設備で構成する。 

 燃料移送設備は，燃料移送水中台車

を用いて，バスケットに収納された使

用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納

された使用済燃料集合体の燃料取出し

設備，燃料貯蔵設備間の移送及び燃料

貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を

行う。 

 燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備か

ら燃料移送水中台車で移送した使用済

燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を

用いてバスケットから取り出し，平均

濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃

料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵

ラックに収納し，貯蔵する。平均濃縮

度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び著し

い漏えいのある破損燃料は，燃料収納

缶に収納した状態で燃料移送水中台車

を用いて燃料貯蔵設備に移送し，燃料

取扱装置の補助ホイストで取り扱い，

燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯

蔵ラックに収納し，貯蔵する。 

燃料送出し設備は，バスケットに収納

され，燃料貯蔵設備から燃料送出しピ

ットに移送された使用済燃料集合体

を，バスケット単位でバスケット取扱

装置を用いてバスケット仮置き架台に

一時仮置きした後，バスケット搬送機

に装荷し，せん断処理施設に送り出

す。 

 

(２) 主要設備 

ｃ．燃料取扱装置 

燃料取扱装置は，つりワイヤを二重

化し，フックに脱落防止機構を施すと

ともに搬②，電源喪失時及びつかみ具

駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料

集合体が落下することのないフェイル

セイフ機構を有する構造とする。搬④ 

 また，燃料取扱装置は遠隔自動運転

とし，運転を安全，かつ，確実に行う

ため使用済燃料集合体のつり上げ高さ

を６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良又

は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

搬④（P1へ） 

 

 

 

 

 

搬③（P1へ） 
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ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

 (１) せん断処理施設 

 (ⅰ) 構  造搬□1  

 せん断処理施設は，使用済燃料集合

体を使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃

料貯蔵設備から受け入れて，せん断処

理設備へ供給する燃料供給設備２系列

及び使用済燃料集合体をせん断処理

し，溶解施設の溶解設備に移送するせ

ん断処理設備２系列で構成し，前処理

建屋に収納する。 

防止のインターロックを設ける。搬③ 

ｄ．燃料移送水中台車 

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転

とし，運転を安全，かつ，確実に行う

ため逸走防止のインターロックを設け

るとともに，転倒し難い構造とする。

搬② 

ｅ．バスケット取扱装置 

バスケット取扱装置は，つり上げ機

構を二重化し，フックに脱落防止機構

を施す とともに，搬②電源喪失時又

はつかみ具駆動用の空気源喪失時にも

バスケットが落下することのないフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。

搬④ 

 また，バスケット取扱装置は，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確

実に行うためバスケットのつり上げ高

さを 0.35ｍ以下とし，バスケット落

下防止のインターロックを設ける。搬

③ 

ｆ．バスケット搬送機 

バスケット搬送機は，つり上げ機構

を二重化し，搬②電源喪失時にもバ

スケットが下降しない構造とする。搬

④ 

 また，バスケット搬送機は，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実

に行うため転倒防止及び逸走防止のイ

ンターロックを設ける。搬② 

 

3.1.6 評  価搬◇3  

(７) 落下防止 

 燃料取扱装置等の移送機器は，つり

ワイヤの二重化，駆動源喪失時におけ

るつり荷の保持機構，逸走防止等のイ

ンターロックを設けているので，移送

物の落下，転倒等を防止することがで

きる。 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレーンは，燃料貯蔵プール上を

通過しない配置としているので，貯蔵

燃料への重量物の落下を防止すること

ができる。 

 

4.2 せん断処理施設 

4.2.1  概    要搬◇1  

 せん断処理施設は，燃料供給設備及

びせん断処理設備で構成する。 

 燃料供給設備は，使用済燃料の貯蔵

施設の燃料送出し設備のバスケット搬

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

搬④（P1へ） 

 

 

 

 

搬③（P1へ） 

 

 

 

搬②（P1へ） 

搬④（P1へ） 

 

 

 

搬②（P1へ） 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類搬□2  

(ａ) 燃料供給設備 

 

 

 

 

 燃料横転クレ－ン  ２ 台（１台

／系列） 

 

 

 

 

Ｂ．再処理の方法 

イ．再処理の方法の概要 

(２) 再処理の概要搬□3  

(ⅱ) せん断処理 

使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬

送機のバスケットから燃料横転クレ－

ンを用い使用済燃料集合体をつり上

げ，せん断機に供給して，せん断機に

よりせん断処理し，燃料せん断片を溶

解施設の溶解槽へ，エンドピ－スを溶

解施設のエンドピ－ス酸洗浄槽へ移送

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送機から使用済燃料集合体をせん断処

理設備へ供給する設備である。 

 

 

4.2.2  設計方針 

(５) 落下防止 

燃料横転クレーンは，電源喪失時に

おけるつり荷の保持 搬④及び 逸走防

止を行い，使用済燃料集合体の落下を

防止できる設計とする。搬② 

 

4.2.3 主要設備の仕様 

(１) 燃料供給設備 

 燃料供給設備の主要設備の仕様を第

4.2－１表に示す。搬 ◇6  

第 4.2－１表 燃料供給設備の主要設

備の仕様搬 ◇6  

(１) 燃料横転クレーン 

 種  類  横転式 

 台  数  ２（１台／系列×２系

列） 

 容  量  使用済燃料集合体１体

／台 搬① 

 

4.2.4 系統構成及び主要設備 

4.2.4.1 燃料供給設備 

 (１) 系統構成搬◇2  

 使用済燃料の貯蔵施設のバスケット

搬送機で燃料供給セルの直下へ搬送し

た使用済燃料集合体を，燃料横転クレ

ーンで１体ずつバスケット搬送機のバ

スケットから取り出し横転させ，水平

にし，せん断機へ供給する。 

 

(２) 主要設備 

ａ．燃料横転クレーン 

 燃料横転クレーンは，使用済燃料集

合体を１体ずつしかつり上げられない

構造とし，せん断機へ２体以上同時に

供給しない設計とする。搬 ◇5  

 燃料横転クレーンは，使用済燃料集

合体の過度のつり上げ防止，燃料のつ

かみ不良又は荷重異常時のつり上げ防

止，逸走防止等のインターロックを設

ける とともに，搬②つり上げた後バ

スケット上部の燃料供給セルのシャッ

タを閉じる設計とする。また，使用済

燃料集合体の取扱い中に電源喪失が発

生しても燃料つかみ具が使用済燃料集

合体を放さないフェイル セイフ構造

とする。搬④ 

 

 

搬④（P1へ） 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

 

 

搬④（P1へ） 
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(３) 固体廃棄物の廃棄施設

(ⅰ) 構  造搬□1

 固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル

廃液をガラス固化体に処理する高レベ

ル廃液ガラス固化設備２系列（一部１

系列），ガラス固化体を貯蔵するガラ

ス固化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃

液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶

媒」という。），チャンネルボックス

（以下「ＣＢ」という。），バーナブ

ルポイズン（以下「ＢＰ」という。）

及び雑固体を処理する低レベル固体廃

棄物処理設備及び低レベル固体廃棄物

を貯蔵する低レベル固体廃棄物貯蔵設

備で構成する。

高レベル廃液ガラス固化設備は，高

レベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス

固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵

建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備

は，低レベル廃棄物処理建屋及びチャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋に，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備は，チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋，ハル・エンド

ピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物

貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に

収納する。

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構

造は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示

す。

4.2.6 評  価搬◇3  

(５) 落下防止

燃料横転クレ－ンは，電源喪失時に

も燃料つかみ具が使用済燃料集合体を

放さないフェイル セイフ構造とし，

また逸走防止のインターロックを設け

ることにより，使用済燃料集合体の落

下を防止できる。 

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概 要搬◇1  

固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及

び公益財団法人核物質管理センターが

運営する六ヶ所保障措置分析所（以下

「各種施設」という。）で発生する高

レベル廃液，低レベル濃縮廃液，廃溶

媒，雑固体等をそれぞれの性状に応じ

て固化，乾燥，熱分解，焼却等の処置

を施し容器に詰めた後，又は貯槽に受

け入れた後，保管廃棄する施設であ

り，以下の設備で構成する。また，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設で発生し容器に詰め

られた雑固体を保管廃棄する。

高レベル廃液ガラス固化設備 

ガラス固化体貯蔵設備 

低レベル固体廃棄物処理設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

なお，各種施設で発生する雑固体

は，発生するそれぞれの建屋で，必要

な場合には一時集積場所を設定した上

で集積・保管し，雑固体に応じた運搬

容器に収納した後，クレーン等により

運搬車に載せ，低レベル廃棄物処理建

屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋，第

４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運搬

し，クレーン等により低レベル固体廃

棄物処理設備又は低レベル固体廃棄物

貯蔵設備に受け入れる。 

また，雑固体のうち，各施設から発

生する廃活性炭は，水切りした後，そ

れぞれの建屋で，必要な場合には一時

集積場所を設定した上で集積・保管

し，ドラム缶に収納した後，クレーン

等により運搬車に載せ，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋等に運搬し，クレーン等によ

り低レベル固体廃棄物貯蔵設備に受け

入れる。 

ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰めら

れ第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に運搬
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された雑固体は，クレーン等により低

レベル廃棄物貯蔵設備の第２低レベル

廃棄物貯蔵系に受け入れる。

7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 

7.4.2.1 概 要搬◇1  

高レベル廃液ガラス固化設備は，高

レベル濃縮廃液，アルカリ濃縮廃液，

アルカリ洗浄廃液及び不溶解残渣廃液

をガラス固化する設備である。

高レベル廃液ガラス固化設備系統概

要図を第 7.4－１図に示す。 

7.4.2.2 設計方針 

(６) 落下防止

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，ガラス固化体の落下を防止できる

設計とし，固化セル移送台車は，ガラ

ス固化体の転倒を防止できる設計とす

る。搬② 

また，万一のガラス固化体の落下に

よっても，ガラス固化体容器に著しい

損傷を与えない設計とする。搬③ 

7.4.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備

ｄ．固化セル移送台車

固化セル移送台車は，ガラス固化体

が転倒しない構造とするとともに，遠

隔自動運転とし，運転を安全かつ確実

に行うため，逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。搬②

ｆ．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セ

ルからつり上げ，ガラス固化体の表面

の除染を行う装置である。除染装置の

ガラス固化体のつり上げ機構は，ガラ

ス固化体の落下防止のため，つりワイ

ヤを二重化し，フックに脱落防止機構

を施す 搬②とともに，電源喪失時に

もつり荷を保持できるフェイルセイフ

機構を有する構造とする。搬④さら

に，除染装置のガラス固化体のつり上

げ機構は，ガラス固化体のつり上げ高

さを９ｍ以内に制限できるインターロ

ックを設け，万一のガラス固化体の落

下によってもガラス固化体容器に著し

い損傷を与えない設計とする。搬③ 

また，除染装置のガラス固化体のつ

り上げ機構は，遠隔自動運転とし，運

転を安全かつ確実に行うため，逸走防

搬②（P1へ） 

搬③（P1へ） 

搬②（P1へ） 

搬②（P1へ） 

搬④（P1へ） 

搬③（P1へ） 

搬②（P1へ） 

搬②（P1へ） 
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止のインターロックを設ける。搬② 

ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

ガラス固化体検査室天井クレーン

は，ガラス固化体の落下防止のため，

つりワイヤを二重化し，フックに脱落

防止機構を施す 搬②とともに，電源

喪失時にもつり荷を保持できるフェイ

ルセイフ機構を有する構造とする。搬

④ 

さらに，ガラス固化体検査室天井ク

レーンは，収納管外でのガラス固化体

のつり上げ高さを９ｍ以内に制限でき

るインターロックを設け，万一のガラ

ス固化体の落下によってもガラス固化

体容器に著しい損傷を与えない設計と

する。搬③ 

また，ガラス固化体検査室天井クレ

ーンは，遠隔自動運転とし，運転を安

全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける。搬②

7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 

7.4.3.1 概 要搬◇1  

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル

廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス 

固化体貯蔵建屋に設置するガラス固

化体貯蔵設備で構成する。ガラス固化 

体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス

固化設備にて製造したガラス固化体を 

受け入れ，保管廃棄する設備であ

る。 

7.4.3.2 設計方針 

(３) 落下防止

ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化

体受入れクレーン及び第１ガラス固化

体貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラ

ス固化体の落下を防止できる設計 搬

④とし，トレンチ移送台車はガラス固

化体の転倒を防止できる設計とする。

搬② 

また，万一のガラス固化体の落下に

よっても，ガラス固化体容器に著しい

損傷を与えない設計とする。搬② 

7.4.3.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備

ｂ．トレンチ移送台車

トレンチ移送台車に設置する遮蔽容

器は，その中にガラス固化体１本を収

納できる構造とする。搬◇1  

搬④（P1へ） 

搬③（P1へ） 

搬②（P1へ） 

搬④（P1へ） 

搬②（P1へ） 

搬②（P1へ） 

搬②（P1へ） 

搬②（P1へ） 

16



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（12 / 23） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類搬

□2  

(ａ) 高レベル廃液ガラス固化設備 

固化セル移送台車  ２ 台（１台／

系列） 

 

 

トレンチ移送台車は，遮蔽容器内に

ガラス固化体の側面に沿うガイドを設

けガラス固化体が転倒しない構造とす

る 搬②とともに，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うた

め，逸走防止のインターロックを設け

る。搬② 

ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

ガ ラス固化体受入れクレーンは，

ガラス固化体の落下防止のため，つり

ワイヤを二重化し，フックに脱落防止

機構を施す 搬②とともに，電源喪失

時にもつり荷を保持できるフェイルセ

イフ機構を有する構造とする。搬④ 

さ らに，ガラス固化体受入れクレ

ーンは，ガラス固化体のつり上げ高さ

を９ｍ以内に制限できるインターロッ

クを設け，万一のガラス固化体の落下

によってもガラス固化体容器に著しい

損傷を与えない設計とする。搬③ 

また，ガラス固化体受入れクレーン

は，遠隔自動運転とし，運転を安全，

かつ，確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける。搬② 

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーン 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンに設置する遮蔽容器は，ガラ

ス固化体３本，収納管プラグ等を収納

できる構造とする。搬◇1  

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンは，ガラス固化体の落下防止

のため，つりワイヤを二重化し，フッ

クに脱落防止機構を施す 搬②ととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持でき

るフェイルセイフ機構を有する構造と

する。搬④さらに，第１ガラス固化体

貯蔵建屋床面走行クレーンは，収納管

外でのガラス固化体のつり上げ高さを

９ｍ以内に制限できるインターロック

を設け，万一のガラス固化体の落下に

よってもガラス固化体容器に著しい損

傷を与えない設計とする。搬② 

また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床

面走行クレーンは，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うた

め，逸走防止のインターロックを設け

る。搬② 

 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要

設備の仕様搬 ◇6  

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

搬④（P1へ） 

 

 

 

 

 

搬③（P1へ） 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

搬④（P1へ） 

 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 

 

 

 

 

搬②（P1へ） 
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ガラス固化体検査室天井クレーン  

１ 台 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) ガラス固化体貯蔵設備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーン    １ 台 

 種  類  遮蔽容器付床面走行形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

(５) 脱硝施設搬 □4  

(ⅰ) 構  造 

 脱硝施設は，ウラン脱硝設備２系列

（一部１系列）及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備２系列（一部１系

列）で構成し，ウラン脱硝設備はウラ

ン脱硝建屋に収納し，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備はウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋に収納する。 

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラ

ン精製設備から受け入れた硝酸ウラニ

ル溶液を加熱して脱硝し，ウラン酸化

物（以下「ＵＯ３」という。）として

ウラン酸化物貯蔵容器に収納し，製品

貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備に搬

送する設備である。 

Ｂ．再処理の方法 

イ．再処理の方法の概要 

(２) 再処理の概要 

(ⅵ) 脱  硝 

(ａ) ウラン脱硝 

精製施設のウラン精製設備から受け入

れた硝酸ウラニル溶液は，濃縮缶にて

濃縮した後，脱硝塔を用いてＵＯ３粉

(４) 固化セル移送台車 

種 類 床面レール走行形 

台 数 ２（１台／系列） 

 

(６) 除染装置 

種 類 水洗浄及びブラシ除染方式 

天井走行形（ガラス固化体のつり上

げ機構） 

台 数 ２ 

 

(７) ガラス固化体検査室天井クレー

ン 

種 類 天井走行形 

台 数 １ 

容 量 約２ｔ搬① 

 

ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の

仕様搬 ◇6  

(２) トレンチ移送台車 

種 類 遮蔽容器付床面レール走行形 

台 数 １ 

(３) ガラス固化体受入れクレーン 

種 類 天井走行形 

台 数 １ 

容 量 約１ｔ搬① 

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーン 

種 類 遮蔽容器付床面走行形 

台 数 １ 

容 量 約４ｔ搬① 

 

 

4.6  脱硝施設搬 ◇4  

4.6.1  概  要 

 脱硝施設は，ウラン脱硝設備及びウ

ラン・プルトニウム混合脱硝設備で構

成する。 

 ウラン脱硝設備は，精製施設のウラ

ン精製設備のウラン濃縮液第２中間貯

槽から硝酸ウラニル溶液を受け入れ,

脱硝塔で脱硝処理してＵＯ３とした

後,ＵＯ３を製品貯蔵施設へ搬送する

設備である。 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

は，精製施設のウラン精製設備のウラ

ン濃縮液第３中間貯槽から硝酸ウラニ

ル溶液，及びプルトニウム精製設備の

プルトニウム濃縮液中間貯槽から硝酸

プルトニウム溶液を受け入れ，混合

し，脱硝装置等で脱硝処理等を行って

ＭＯＸとした後，ＭＯＸを製品貯蔵施

 

 

 

 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 

 

 

 

 

搬①（P1へ） 
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末とした後，ウラン酸化物貯蔵容器に

充てんし，直ちに製品貯蔵施設のウラ

ン酸化物貯蔵設備へ搬送する。脱硝廃

液は，ポンプで酸及び溶媒の回収施設

の酸回収設備へ移送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設へ搬送する設備である。 

 

4.6.2  ウラン脱硝設備搬 ◇4  

4.6.2.1  概  要 

 このＵＯ３粉末は,ウラン酸化物貯

蔵容器に充てん，封入し，製品貯蔵施

設のウラン酸化物貯蔵設備に搬送す

る。 

 

4.6.2.2  設計方針搬 ◇4  

(２) 落下防止 

ウラン脱硝設備の充てん台車等の搬

送機器は，電源喪失時におけるつり荷

の保持，又は逸走防止を行い，移送物

の落下及び転倒を防止できる設計とす

る。 

 

4.6.2.3  主要設備の仕様搬 ◇4  

ウラン脱硝設備の主要設備の仕様を

第 4.6－１表に示す。 

第 4.6－１表 ウラン脱硝設備の主要

設備の仕様 

ｈ．充てん台車 

 種  類 床面軌道走行形 

 台  数 ２（１台／系列×２系

列） 

 容  量 ウラン酸化物貯蔵容器１

本／台 

ｉ．貯蔵容器クレーン 

 種  類  天井走行形 

 台  数  １ 

 容  量  ウラン酸化物貯蔵容器

１本 

 

4.6.2.4 系統構成及び主要設備搬 ◇4  

(１) 系統構成搬 

ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車

を用いて搬送した後，貯蔵容器クレー

ンを用いて製品貯蔵施設のウラン酸化

物貯蔵設備の貯蔵容器搬送台車に移載

する。 

(２) 主要設備 

ｂ．充てん台車 

 充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容

器１基を軌道上において取り扱い，ウ

ラン酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造

とするとともに，取扱い時の搬送を安

全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。

ｃ．貯蔵容器クレーン 

 貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

は，精製施設のウラン精製設備及びプ

ルトニウム精製設備からそれぞれ硝酸

ウラニル溶液及び硝酸プルトニウム溶

液を受け入れ，混合した後加熱して脱

硝し，ウラン・プルトニウム混合酸化

物（ＵＯ２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯ

Ｘ」という。）として混合酸化物貯蔵

容器に収納し，製品貯蔵施設のウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

に搬送する設備である。

Ｂ．再処理の方法

イ．再処理の方法の概要

(２) 再処理の概要搬

(ⅵ) 脱  硝

(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝

精製施設のウラン精製設備から受け入

れた硝酸ウラニル溶液及び精製施設の

プルトニウム精製設備から受け入れた

硝酸プルトニウム溶液は，それぞれ硝

酸ウラニル貯槽及び硝酸プルトニウム

貯槽に受け入れ，混合槽にてウラン濃

度及びプルトニウム濃度が等しくなる

ように混合調整し，脱硝装置を用い脱

硝処理する。さらに，焙焼炉及び還元

炉にて焙焼・還元処理し，ウラン・プ

ラトニウム混合酸化物粉末とし，混合

機にて混合した後，混合酸化物貯蔵容

器に収納して，直ちに製品貯蔵施設の

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備へ搬送する。脱硝廃液は，ポンプ

で精製施設のプルトニウム精製設備へ

移送する。

二重化を施すとともに，電源喪失時に

もつり荷を保持できるフェイルセイフ

機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ

高さを５ｍ以下とし(（１７）)，つか

み不良時のつり上げ防止及び逸走防止

のインターロックを設ける設計とす

る。 

4.6.2.6 評  価搬 ◇4  

(２) 落下防止

充てん台車等の搬送機器は，つりワ

イヤの二重化，電源喪失時におけるつ

り荷の保持機構及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とするので，移

送物の落下及び転倒を防止できる。

4.6.3 ウラン・プルトニウム混合脱

硝設備搬 ◇4  

4.6.3.1 概  要 

 このＭＯＸ粉末は，粉末缶に充てん

した後，混合酸化物貯蔵容器に収納，

封入し，ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備へ搬送する。 

4.6.3.2 設計方針搬 ◇4  

(２) 落下防止

搬送台車等の搬送機器は，電源喪失

時におけるつり荷の保持又は逸走防止

を行い，移送物の落下及び転倒を防止

できる設計とする。 

4.6.3.3 主要設備の仕様搬 ◇4  

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

の主要設備の仕様を第 4.6－３表に示

す。 

第 4.6－３表 ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備の主要設備の仕様 

(４) 粉 体 系

ｄ．保管容器移動装置 

種  類  機械搬送方式 

基  数  ２（１基／系列×２系

列） 

容  量  保管容器１本／基 

ｅ．保管昇降機 

種  類  軌道走行形 

基  数  ２（１基／系列×２系

列） 

容  量  保管容器１本／基 

ｊ．充てん台車 
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ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備搬 □4

種  類  床面軌道走行形 

台  数  ２ 

容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本／台 

ｋ．搬送台車 

種  類  軌道走行形 

台  数  １ 

容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本 

4.6.3.4 系統構成及び主要設備搬 ◇4  

(１) 系統構成

ｄ．粉体系

 焙焼・還元系から受け入れたＭＯＸ

粉末は，保管容器を充てん定位置に設

置していることを確認した後，粉砕機

で粉砕しながら保管容器に充てんす

る。 

充てん後，保管容器は，保管容器移

動装置及び保管昇降機で搬送し，ＭＯ

Ｘ粉末を空気輸送により混合機へ移送

するか，又は，保管ピットに一時保管

する。混合機では，保管容器最大４本

分のＭＯＸ粉末を混合処理する。 

 混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車

を用いて搬送し，搬送台車を用いてウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設

備の貯蔵容器台車に移載する。

(２) 主要設備

ｇ．充てん台車

 充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器

１基を軌道上において取り扱い，混合

酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とす

るとともに，取り扱い時の搬送を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。

ｈ．搬送台車

 搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１

基を軌道上においてつり上げて取り扱

い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止

するため，つりチェインの二重化を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する

設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良

時のつり上げ防止及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。

4.6.3.6 評  価搬 ◇4  

(２) 落下防止
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

(１) 構    造 

 製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン

脱硝設備で処理したＵＯ３を受け入れ

貯蔵するウラン酸化物貯蔵設備及び脱

硝施設のウラン・プルトニウム混合脱

硝設備で処理したＭＯＸを受け入れ，

貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物

貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に

収納し，ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋に収納する。 

 

 

(２) 主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ) ウラン酸化物貯蔵設備 

 貯蔵容器搬送台車   １ 台 

Ｂ．再処理の方法 

イ．再処理の方法の概要 

(２) 再処理の概要搬□3  

(ⅷ) 製品貯蔵 

(ａ) ウラン酸化物貯蔵 

脱硝施設のウラン脱硝設備からウラン

酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器

搬送台車を用いて貯蔵バスケットに収

納した後，貯蔵し，払い出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 搬送台車等の搬送機器は，混合酸化

物貯蔵容器取扱い時の落下及び転倒し

難い構造とするとともに，つりチェイ

ンの二重化，電源喪失時におけるつり

荷の保持機構及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とするので，移送

物の落下及び転倒を防止できる。 

 

5. 製品貯蔵施設搬 ◇4  

5.1 概  要 

 製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵

設備及びウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備で構成する。 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設

のウラン脱硝設備で生成したＵＯ３粉

末の製品を貯蔵する設備である。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備は，脱硝施設のウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備で生成したＭＯＸ

粉末の製品を貯蔵する設備である。 

 

 

 

 

5.2  ウラン酸化物貯蔵設備搬 ◇4  

5.2.1  概  要 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設

のウラン脱硝設備で生成した製品であ

るＵＯ３粉末を充てんしたウラン酸化

物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵し，払い

出す設備である。 

 

5.2.2 設計方針搬 ◇4  

(２) 落下防止 

貯蔵室クレーン等の搬送機器は，電源

喪失時におけるつり荷の保持，又は逸

走防止を行い，移送物の落下及び転倒

を防止できる設計とする。 

 

5.2.3 主要設備の仕様搬 ◇4  

 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の

仕様を第 5.2－１表に示す。 

第 5.2－１表 ウラン酸化物貯蔵設備

の主要設備の仕様 

(４) 貯蔵容器搬送台車 

 種  類   床面軌道走行式 

 台  数   １ 

 容  量   ウラン酸化物貯蔵容

器１本 

(５) 昇降リフト 

 種  類  油圧駆動方式 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基  数  １ 

 容  量  貯蔵容器搬送台車１台

又はバスケット搬送台

車１台 

(６) 移載クレーン 

 種  類  天井走行形 

台  数  １ 

 容  量  ウラン酸化物貯蔵容器

１本 

(７) バスケット搬送台車 

 種  類  床面軌道走行形（親子

台車） 

台  数  １ 

 容  量  貯蔵バスケット１基搬

① 

(８) 貯蔵室クレーン 

 種  類  床上走行橋形 

台  数  ２ 

 容  量  貯蔵バスケット１基／

台 

 

5.2.4 系統構成及び主要設備搬 ◇4  

(１) 系統構成 

 ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設

のウラン脱硝設備からＵＯ３粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入

れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降リフト

で搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケ

ットに収納後，バスケット搬送台車及

び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレー

ンで貯蔵室に貯蔵する。 

ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯

蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯

蔵室クレーン，バスケット搬送台車及

び昇降リフトを用いてトラックヤード

から払い出す。 

(２) 主要設備 

ａ．貯蔵容器搬送台車 

 貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物

貯蔵容器１本を軌道上において取り扱

い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び

落下し難い構造とするとともに，取り

扱い時の搬送を安全かつ確実に行うた

め，逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。 

ｂ．昇降リフト 

 昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１

台又はバスケット搬送台車１台を載せ

たまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇

降する設備であり，コンクリート軀体

内を昇降する油圧駆動方式とし，電源
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ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備搬 □4

(１) 構   造 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋は，地下４階において貯蔵容器

搬送用洞道と接続し，ＭＯＸ粉末充て

ん済みの粉末缶を収納した混合酸化物

貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工施設の洞道

搬送台車を用いて搬送し，ＭＯＸ燃料

加工施設へ払い出す。このため，粉末

缶及び混合酸化物貯蔵容器をＭＯＸ燃

料加工施設と共用するとともに，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の洞道搬送台車を再処

理施設と共用する。 

喪失時にも荷を保持するフェイルセイ

フ機構を有する設計とするとともに，

運転を安全かつ確実に行うため，逸走

防止のインターロックを設ける設計と

する。

ｃ．移載クレーン

 移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵

容器１本をつり上げて取り扱い，ウラ

ン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下

を防止するため，つりワイヤの二重化

を施すとともに，電源喪失時にもつり

荷を保持するフェイルセイフ機構を有

する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ

高さを５ｍ以下とし，つかみ不良時の

つり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。

ｄ．バスケット搬送台車

 バスケット搬送台車は，貯蔵バスケ

ット１基を軌道上において取り扱い，

貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い

構造とするとともに，取り扱い時の搬

送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。 

ｅ．貯蔵室クレーン 

 貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット

１基を取り扱い，貯蔵バスケット取り

扱い時の落下を防止するため，つりワ

イヤの二重化を施すとともに，電源喪

失時にもつり荷を保持するフェイルセ

イフ機構を有する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，貯蔵バスケットのつり上げ高さを

６ｍ以下と(（２）)し，つかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。

5.2.6 評  価搬 ◇4  

(２) 落下防止

貯蔵室クレーン等の搬送機器は，つ

りワイヤの二重化，電源喪失時におけ

るつり荷の保持機構，及び逸走防止の

インターロックを設ける設計とするの

で，移送物の落下及び転倒を防止でき

る。

5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵設備搬 ◇4  

5.3.1 概  要 
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(２) 主要な設備及び機器の種類

(ⅱ)ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備

  貯蔵台車   ４ 台 

Ｂ．再処理の方法 

イ．再処理の方法の概要

(２) 再処理の概要

(ⅷ) 製品貯蔵

(ｂ) ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵 

 脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備から混合酸化物貯蔵容器を

受け入れ，貯蔵台車を用いて貯蔵ホー

ルに貯蔵し，払い出す。

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済みの

粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器

を受入れ，貯蔵し，払い出す設備であ

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備のうち，粉末缶及び混合酸化物貯

蔵容器は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設の

洞道搬送台車は再処理施設と共用す

る。

また，ＭＯＸ燃料加工施設から洞道搬

送台車でＭＯＸ粉末取出し後の粉末缶

を収納した混合酸化物貯蔵容器を受け

入れ，貯蔵ホールで一時保管した後，

再使用する。

5.3.2 設計方針搬 ◇4  

(２) 落下防止

昇降機等の搬送機器は，電源喪失時に

おけるつり荷の保持又は逸走防止を行

い，移送物の落下及び転倒を防止でき

る設計とする。

5.3.3 主要設備の仕様搬 ◇4  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備の主要設備の仕様を第 5.3－１

表に示す。また，共用するＭＯＸ燃料

加工施設の主要設備の仕様を第 5.3－

２表に示す。 

第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様 

(４) 昇降機

種  類  軌道走行形 

台  数  ２ 

容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本／台 

(５) 貯蔵台車

種  類  床面走行橋形 

台  数  ４ 

容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本／台 

(６) 貯蔵容器台車

種  類  床面軌道走行形（親子

台車） 

台  数  ２ 

容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本／台 

(７) 移載機

種  類  軌道走行形 
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台  数  ４ 

 容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本／台 

(８) 払出台車 

 種  類  床面軌道走行形 

台  数  １ 

 容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本／台 

第 5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の

主要設備の仕様 

（再処理施設と共用）  

(１) 洞道搬送台車 

 種  類  床面軌道走行形 

台  数  １ 

容  量  混合酸化物貯蔵容器１

本／台 

 

5.3.4 系統構成及び主要設備搬 ◇4  

(１) 系統構成搬 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備は，脱硝施設のウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充

てん済みの粉末缶を封入した混合酸化

物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台

車，昇降機等により搬送し，貯蔵台車

で貯蔵ホールに貯蔵する。混合酸化物

貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，

貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，

貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出

台車，洞道搬送台車等を用いてローデ

ィングドック又は台車移動室から払い

出す。また，ＭＯＸ燃料加工施設から

洞道搬送台車でＭＯＸ粉末取り出し後

の粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容

器を受け入れる。 

(２) 主要設備 

ｂ．貯蔵容器台車 

貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容

器１本を軌道上において取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造と

するとともに，取り扱い時の搬送を安

全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロック及び衝突防止のインター

ロックを設ける設計とする。 

また，衝突防止のインターロックに

必要となるＭＯＸ燃料加工施設の洞道

搬送台車からの信号は，再処理施設と

ＭＯＸ燃料加工施設間で共用する。 

ｃ．昇降機   

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上においてつり上げて取り扱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（22 / 23） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止

するため，つりチェインの二重化を施

す搬②とともに，電源喪失時にもつり

荷を保持するフェイルセイフ機構を有

する設計とする。また，運転を安全か

つ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容

器のつかみ不良時のつり上げ防止及び

逸走防止のインターロックを設ける設

計とする。 

ｄ．貯蔵台車 

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１

本を軌道上においてつり上げて取り扱

い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の

落下を防止するため，つりチェインの

二重化を施すとともに，電源喪失時に

もつり荷を保持するフェイルセイフ機

構を有する設計とする。また，運転を

安全かつ確実に行うため，混合酸化物

貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設

ける設計とする。 

ｅ．移載機  

移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上においてつり上げて取り扱

い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止

するため，つりチェインの二重化を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する

設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良

時のつり上げ防止及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。

ｆ．払出台車

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１

本を軌道上において取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器が転倒し難い構造とする

とともに，取り扱い時の搬送を安全か

つ確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。 

ｇ．洞道搬送台車 

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上

において取り扱い，混合酸化物貯蔵容

器が転倒し難い構造とするとともに，

取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行

うため，衝突防止のインターロックを

設ける設計とする。 

また，洞道搬送台車及び衝突防止の

インターロックに必要となる貯蔵容器

台車からの信号は，再処理施設とＭＯ
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条 （搬送設備）（23 / 23） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

Ｘ燃料加工施設間で共用する。 

5.3.6 評  価搬 ◇4  

(２) 落下防止

昇降機，貯蔵台車等の搬送機器は，

つりチェインの二重化，電源喪失時に

おけるつり荷の保持機構及び逸走防止

のインターロックを設ける設計とする

ので，移送物の落下及び転倒を防止で

きる。 
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別紙１② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方

1 

第十八条（搬送設備） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

搬① 使用済燃料等の搬送能力（容量） 技術基準の要求を受けている内容 
1 項 

一号 
－ a,b 

搬② 使用済燃料等の落下の防止 技術基準の要求を受けている内容 
1 項 

二号 
－ b 

搬③ 核燃料物質の取り扱い高さ制限 
核燃料物質の取り扱いにおいて考慮する

べき事項 

1 項 

二号 
－ a,b 

搬④ 
動力喪失時における核燃料物質の

保持 
技術基準の要求を受けている内容 

1 項 

三号 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

搬□1  構造 各施設の概要を示すものであるため記載しない。 － 

搬□2  主要な設備及び機器の種類 各施設の概略仕様を示すものであるため記載しない。 － 

搬□3  再処理の概要 再処理の概要を示すものであるため記載しない。 － 

搬□4  第 18 条外設備 第十八条搬送設備の対象外ため記載しない。 － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

搬◇1  概要 設計の概要を示すものであるため記載しない。 － 

搬◇2  系統構成 各設備の系統構成を示すものであるため記載しない。 － 

搬◇3  評価 設計方針の裏返しであるため記載しない。 － 

搬◇4  第 18条外設備 第十八条搬送設備の対象外ため記載しない。 － 

搬◇5  
他条文との重複記載 

（核燃料物質の臨界防止） 

第四条「核物質の臨界防止」で記載する基本設計方針

である。 
－ 

搬◇6  搬送機能以外の仕様 搬送機能以外の対象外ため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 別添Ⅱ 各施設の設計条件及び仕様並びに準拠規格及び基準 

b Ⅵ-1-1-12 使用済燃料等の破損の防止に関する説明書 

c Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第18条 搬送設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1
使用済燃料等を搬送する設備（以下，「搬送設備」という。）は，搬送物
の重量を上回る容量を有する設計とする。

機能要求②

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

基本方針
設計方針（容量）

－ － － － － － － － － － －

2

搬送設備は，使用済燃料等が逸走，落下及び転倒し難い構造とするため，
逸走防止，落下防止及び転倒防止の機構を設け，つりワイヤの二重化及び
逸走防止のインターロックを設ける等の対策を実施することにより，搬送
物の落下を防止する設計とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

基本方針
設計方針

－ － － － － － － － － － －

3
使用済燃料等を取り扱う搬送設備においては，落下しても破損しない高さ
以下で取り扱う設計とする。

機能要求①

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

基本方針
設計方針

－ － － － － － － － － － －

4
搬送設備は，使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合，
移動を停止し，使用済燃料等を安全に保持できる設計とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

基本方針
設計方針

－ － － － － － － － － － －

添付書類　構成
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関する説明書

本基本方針は既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び
工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」
のうち「第十二条　搬送設備」より変更なし）

適合性の説明
【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止及び転倒防止に
関する説明。
・搬送設備の搬送中の動力供給停止に関する説
明。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量に関する説明。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限に関する説明。

第１Ｇｒ

31



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第18条 搬送設備）

別紙２

1
使用済燃料等を搬送する設備（以下，「搬送設備」という。）は，搬送物
の重量を上回る容量を有する設計とする。

機能要求②

2

搬送設備は，使用済燃料等が逸走，落下及び転倒し難い構造とするため，
逸走防止，落下防止及び転倒防止の機構を設け，つりワイヤの二重化及び
逸走防止のインターロックを設ける等の対策を実施することにより，搬送
物の落下を防止する設計とする。

機能要求①

3
使用済燃料等を取り扱う搬送設備においては，落下しても破損しない高さ
以下で取り扱う設計とする。

機能要求①

4
搬送設備は，使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合，
移動を停止し，使用済燃料等を安全に保持できる設計とする。

機能要求①

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ －
燃料供給設備
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

容量

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備

燃料送出し設備 － － 容量

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－ －
燃料供給設備
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

－

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備

燃料送出し設備 － － －

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－ －
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

つり上げ高さ

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備 燃料送出し設備 － － つり上げ高さ

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－ －
燃料供給設備
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

－

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備

燃料送出し設備 － － －

Ⅵ-1-1-1
使用済燃料等の破損の防止に関す
る説明書

本基本方針は既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」の
うち「第十二条　搬送設備」より
変更なし）

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

適合性の説明
【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止
及び転倒防止に関する説明。
・搬送設備の搬送中の動力供給停
止に関する説明。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量に関
する説明。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限に関する説
明。

適合性の説明
【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止
及び転倒防止に関する説明。
・搬送設備の搬送中の動力供給停
止に関する説明。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量に関
する説明。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限に関する説
明。

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

別紙３

基本設計方針の添付書類への展開

※本別紙は追而とする。
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別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

別紙６

変更前記載事項の

既工認等との紐づけ

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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